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議案概要  

町田市職員の定年引上げに関連する議案について（第７０号議案～第７６号議案） 

【定年引上げ制度について】 

 地方公務員の定年を引き上げる地方公務員法の改正に伴い、次のとおり制度を整備します。 

 

  1 段階的な定年引上げ 

 現行 60歳としている定年年齢を、2023年度から 2年ごとに 1歳ずつ引き上げ､2031年度 

以後、一律 65歳とします。 

 《定年引上げ早見表》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制） 

（1）組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理監督職として勤務できる 

 上限の年齢を、原則 60歳とします。 

 《役職定年のイメージ》 

 
（2）管理監督職の職員が、役職定年により他の職に変わることで、公務の運営に著しい支

障が生ずる場合は、引き続き管理監督職のまま勤務させることができます。 

  

 3 再任用制度 

 （1）定年前再任用短時間勤務制 

   60歳以後の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以後定年年齢前に退職した 

職員を、短時間勤務の職で再任用することができる制度を新たに設けます。 

 

 （2）暫定再任用制度 

  定年の段階的な引上げ期間中、定年退職した職員について、65歳までの雇用を確保す 

 るため、暫定的に現行の再任用と同様の運用とします。 

 

60歳到達時の役職 

（3月 31日まで） 

 61歳となる年度 

以降の役職 

（定年まで） 

 
定年後の役職 

（暫定再任用時） 

部長級 

係長級 
係長級 

課長級 

係長級 
主任級 

主任級 主任級 

主事級 主事級 主事級 
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 4 給与 

 定年引上げに伴い、61 歳となる年度以後の職員の給与水準を、当分の間、60 歳到達時の

給料月額の「7割水準」とします。 

 

 5 退職手当 

 定年引上げに伴い、61歳となる年度以後に給料月額が減額（7割水準）となっても、退職

手当の基本額は、減額前の給料月額を基礎に計算する「ピーク時特例」を適用します。 

  

【議案の概要】 

 定年引上げに関連する議案（第 70号議案～第 76号議案）の主な内容は次のとおりです。 

 

○ 第 70号議案 町田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

定年年齢、役職定年制、定年前再任用短時間勤務制、及び翌年度に 60 歳となる職員への

情報提供、意思確認について定めます。 

 

○ 第 71号議案 町田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

・61歳となる年度以後の職員の給与水準を、60歳到達時の給与月額の「7割水準」とし 

ます。 

・定年前再任用短時間勤務職員の給与について定めます。 

 

○ 第 72号議案 町田市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 

退職手当の基本額を、減額前の給料月額を基礎に計算する「ピーク時特例」について定め

ます。 

 

○ 第 73号議案 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す 

る条例 

地方公務員法の改正に伴い、引用する規定の条項番号を改める等、関係する次の 6本の条

例を一括して整備します。 

 ・町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 ・町田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 

 ・町田市職員定数条例 

 ・外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例 

 ・公益的法人等への町田市職員の派遣に関する条例 

 ・町田市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 

 

○ 第 74号議案 町田市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

定年引上げに伴う給与の減額等、降給について定めます。 

 

○ 第 75号議案 町田市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

地方公務員法の改正に伴い、引用する規定の条項番号を改めるとともに、条例の構成を整

理します。 

 

○ 第 76 号議案 町田市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例 

61 歳となる年度以後の町田市病院事業企業職員の給与水準を、60 歳到達時の給与月額の

「7割水準」にできるよう定めます。 

問合せ先 総務部 職員課長 横山 電話 724-2199 
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議案概要  

議案名 
第７７号議案 町田市職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例 

【議案提出の目的】 

地方公務員の育児休業等に関する法律等及び地方公務員法の改正に伴い、関係する規定を整

備するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

○ 地方公務員の育児休業等に関する法律等の改正に伴う改正（2022年 10月 1日施行） 

・非常勤職員の育児休業の取得要件を緩和します。 

【例】現行は、非常勤職員が、子どもが 1 歳から 1 歳 6 か月の間に育児休業を取得する場

合、その開始日は 1歳到達日の翌日に限定されています。改正後は、配偶者が育児休

業を取得している間は、開始日を任意の日にすることができ、夫婦交替で育児休業を

取得できるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地方公務員の育児休業等に関する法律の改正により、育児休業の取得回数制限が原則 1

回から 2 回に緩和され、これまで 2 回目の育児休業を請求するために提出が必要であっ

た、育児休業等計画書を廃止します。 

 

・任期の定めのある職員について、取得利用回数制限の例外を拡大します。 

 

○ 地方公務員法の改正に伴う改正（2023年 4月 1日施行） 

・育児休業をすることができない職員に、役職定年の適用を延期された管理職を加えます。 
 

・地方公務員法から引用する規定の条項番号を改めるとともに、再任用短時間勤務職員を

短時間勤務職員に改めます。 

 

【関係法令】 

○ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成 3年法律第 110号） 

○ 職員の育児休業等（人事院規則 19-0） 

○ 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号） 

 

 

 

問合せ先 総務部 職員課長 横山 電話 724-2199 

 

＜改正後＞

1歳到達日 1歳6か月到達日

＜改正前＞

非常勤職員又は配偶者が育休

非常勤職員又は配偶者が育休

非常勤職員が育休

非常勤職員が育休

配偶者が育休

この間のいずれかの日を

育児休業の初日にできる

育児休業の初日は1歳到

達日の翌日のみ

- 4 -

-  -0123456789



議案概要  

議案名 
第７８号議案 町田市一般職の職員の旅費に関する条例の一部

を改正する条例                    

【議案提出の目的】 

社会情勢の変化に伴い、出張に係る旅行雑費を廃止するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

○ 職員が出張をした場合に支給する、旅行雑費を廃止します。 

 

○ 2023年 4月 1日から施行します。 

 

 

問合せ先 総務部 職員課長 横山 電話 724-2199 
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議案概要  

議案名 
第７９号議案 町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例の一部を改正する条例                    

【議案提出の目的】 

社会情勢の変化に伴い、出張に係る旅行雑費を廃止するため、及び地方公務員法の改正に伴

い、関係する規定を整備するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

○ 会計年度任用職員が出張をした場合に支給する、旅行雑費を廃止します。 

 

○ 地方公務員法の改正に伴い、引用する規定の条項番号等を改めます。 

 

○ 2023年 4月 1日から施行します。 

 

【関係法令】 

○ 地方公務員法（昭和 25年法律第 261号） 

 

 

 

 

 

問合せ先 総務部 職員課長 横山 電話 724-2199 
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議案概要  

議案名 
第８０号議案 町田市長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例                    

【議案提出の目的】 

地方自治法第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、町田市長等の損害賠償責任の一部免責に

関し、必要な事項を定めるため、制定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 市長等が市に対して損害賠償責任を負う場合において、職務を行うにつき善意でかつ重大

な過失がないときは、基準給与年額に市長等の区分に応じて定める数を乗じて得た額を損

害賠償の限度額（最低責任負担額）とし、それを超える部分については免責します。 

 

区分 最低責任負担額 

市長 基準給与年額の 6倍 

副市長、教育長、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委

員、監査委員 
基準給与年額の 4倍 

公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査

委員会の委員、地方公営企業の管理者 
基準給与年額の 2倍 

上記以外の職員 基準給与年額の 1倍 

 

○ 公布の日から施行します。 

 

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 243条の 2第 1項（普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責） 

○ 地方自治法施行令第 173条（普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等） 

 

 

問合せ先 総務部 職員課長 横山 電話 724-2199 
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議案概要  

議案名 第８１号議案 町田市組織条例の一部を改正する条例                    

【議案提出の目的】 

町田市の DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進に向け、政策経営部にデジタル

戦略室を設置することに伴い、分掌事務を変更するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

〇 総務部が所管している分掌事務のうち「情報化に関すること」を政策経営部に移管します。 

 

〇 2022年 10月 1日から施行します。 

 

【改正により何が変わるのか】 

〇 現在、DXの企画は政策経営部が、情報システムの導入・管理は総務部が所管し、両部で連

携して、町田市の DXを推進しています。 

 

〇 2022 年 10月 1 日付け組織改正により、総務部が実施している業務を移管し、政策経営部

にデジタル戦略室を設置します。 

 

○ DX の推進を一つの部署に統合することで、DX の推進に関する企画から導入までを一貫し

て行う体制を整備することができます。また、DXの推進体制が市民や事業者に、わかりや

すくなります。 

 

○ 施策の総合調整を行う政策経営部が DX の推進を所管することで、各行政分野における DX

の推進が強化されます。 

 

問合せ先 総務部 総務課長 谷 電話 724-2104 
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議案概要  

議案名 第８２号議案 町田市高校生等の医療費の助成に関する条例                   

【議案提出の目的】 

高校生等の保健の向上と健全な育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とし

て、2023年 4月から高校生等を対象とした医療費助成を実施するため、制定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 高校生等を対象とした医療費助成について、資格要件、所得の制限、助成の範囲等を定め

ます。 

 

 ＜医療費助成の概要＞ 

対  象 

 

高校生等 

15歳に達する日の翌日以後の最初の 4月 1日から 18歳に達する日以後

の最初の 3 月 31 日までの間にある子どもで、町田市に住民登録があり、

国内の健康保険に加入している者（高校に在学していない子どもも対象） 

 

所得制限 

 

児童手当の所得制限限度額に準拠 

（例）配偶者＋子 2人の扶養で、年収 960万円未満 

 

助成の範囲 

 

入院/調剤：保険診療の自己負担分を助成 

通   院：保険診療の自己負担分から通院 1回 200円を控除した額を 

      助成 

 

 

○ 2023年 4月 1日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 子ども生活部 子ども総務課長 大坪 電話 724-2876 

 

- 9 -

-  -0123456789



議案概要  

議案名 
第８３号議案 町田市個人番号及び特定個人情報の利用等に関

する条例の一部を改正する条例                     

【議案提出の目的】 

 高校生等の医療費の助成、心身障害者の医療費の助成及び心身障害者の福祉手当の支給に関

する事務について、個人番号を利用し、必要な情報を取得するため、所要の改正をするもので

す。 

 

【議案の内容】 

○ 高校生等の医療費の助成、心身障害者の医療費の助成及び心身障害者の福祉手当の支給に

関する事務について、地方税情報等、資格審査に必要な特定個人情報（マイナンバーを含

む個人情報）を取得できるようにします。 

 

○ 公布の日から施行します。 

 

【関係法令】 

○ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法

律第 27号） 

 

【改正により何が変わるか】 

○ 個人番号を利用して、他の自治体から地方税情報等の情報を取得することにより、転入者 

  が申請や更新時に提出していた課税（非課税）証明書が不要となるなど、対象者の負担軽 

減を図ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

総務部 市政情報課長 神谷 

地域福祉部 障がい福祉課長 金子 

子ども生活部 子ども総務課長 大坪 

電話 

724-8407 

724-2147 

724-2876 
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議案概要  

議案名 第８４号議案 町田市手数料条例の一部を改正する条例                    

【議案提出の目的】 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び建築基準法の改正等に伴い、関係する規定を整

備するため、所要の改正をするものです。 
 

【議案の内容】 

○ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の改正（2022 年 10 月 1 日施行）により、長期優

良住宅の認定制度※の対象となる住宅として、現行の新築及び増改築の住宅に、建築行為を

伴わない既存住宅が新たに加わりました。それに伴い、既存住宅の認定の申請等に係る手

数料を規定します。 

 （例）一戸建て住宅（住宅性能評価書等が添付された場合） 10,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※長期優良住宅の認定制度 

   長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅の建築及び 

維持保全計画を認定する制度で、新規制度の創設により、既存住宅ストックの質の向 

上と不動産売買などの流通促進等を図るものです。認定を受けた既存住宅は、その良 

質性が適正に評価されることで流通時等の差別化が図られ、税の特例や融資の借入金 

利の引き下げ等を受けることができます。 
 

○ 建築基準法の改正により、引用する規定の項番号を改めます。 

  第 85条第 5項 → 第 85条第 6項、第 85条第 6項 → 第 85条第 7項 など 
 

○ 2022年 10月 1日から施行します。 
 

【関係法令】 

○ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成 20年法律第 87号） 

○ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 
 

 

 

 

問合せ先 都市づくり部 建築開発審査課長 武井 電話 724-4273 

 

新築 増改築 

認定 

（建築計画＋維持保全計画） 

認定 

（建築計画＋維持保全計画） 

建築行為なし 

認定 

（維持保全計画） 

創設制度 

追加 

現行制度 

- 11 -

-  -0123456789



議案概要  

議案名 第８５号議案 町田市教育環境整備地区建築条例                    

【議案提出の目的】 

学校施設の多機能化や他の公共施設との複合化など、教育関連施設の整備を推進するにあた

り、特別用途地区として「教育環境整備地区」を定め、地区内の建築物の建築制限の強化及び

緩和等を行うため、制定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 教育環境整備地区として、以下の 2 つの地区を定め、建築物の用途の制限の緩和及び強化

を図るとともに、周辺環境に支障がでないよう、地区特性に応じて、敷地面積の最低限度、

壁面の位置の制限及び建築物の高さの最高限度を定めます。 

 

地区の区分 
第一種教育環境整備地区 

【用途制限を緩和】 

第二種教育環境整備地区 

【用途制限を強化】 

建築物の用途 

建築基準法上の用途制限の規定

にかかわらず、次に掲げる建築

物を建築することができる。 

・工場（給食センター） 

・処理施設 

（学校給食により生じた紙製

容器の再資源化施設、食品残

さの堆肥化施設） 

・体育館 

・観覧場 

・集会場 

・事務所 

建築基準法上の用途制限の規定

に定めるもののほか、次に掲げ

る建築物は、建築することがで

きない。 

・工場（給食センター以外） 

敷地面積 

の最低限度 
500㎡ 1,000㎡ 

壁面の位置の制限 5ｍ 指定なし 

建築物の高さ 

の最高限度 
20ｍ 20ｍ 

 

○ 2022年度中に、第一種教育環境整備地区に中学校給食センターの建設予定地である町田忠

生小山エリア（旧忠生第六小学校）を、第二種教育環境整備地区に南エリア（東光寺公園）

を指定し、都市計画決定する予定です。 

 

○ 2022年 10月 1日から施行します。 

 

【関係法令】 

○ 建築基準法（昭和 25年法律第 201号） 

○ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号） 

 

 

問合せ先 都市づくり部 建築開発審査課長 武井 電話 724-4273 
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議案概要  

議案名 第８６号議案 町田市立公園条例の一部を改正する条例                    

【議案提出の目的】 

野津田公園、本町田後田公園及び小山上沼公園に新設する施設の利用時間、利用料金等を設

定するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

○ 野津田公園に関する規定の追加 

・新設する野津田公園北テニスコート及び附属設備（照明設備）に関する規定を加えます。 

名称 利用時間 利用料金 ※1 ※2 

野津田公園北テニスコート 午前 9時から午後 9時まで 1,040円/2時間 

附属設備（照明設備） ― 410円/30分 

 

○ 本町田後田公園に関する規定の追加 

・新設する本町田後田グラウンド及び附属設備（照明設備）に関する規定を加えます。 

名称 利用時間 利用料金 ※1 ※2 

本町田後田グラウンド 午前 9時から午後 9時まで 2,090円/2時間 

附属設備（照明設備） ― 1,460円/30分 

 

・新設する本町田後田公園駐車場に関する規定を加えます。 

名称 利用時間 料金 ※1 

本町田後田公園  

駐 車 場 

午前 6時から午後 9時 30分

まで 

[普通車] 

(1)1時間まで無料 

(2)1時間を超え 1時間 30分まで 100円 

(3)1時間 30分以降 100円/1時間 

(4)8時間を超える場合 800円 

 

○ 小山上沼公園に関する規定の追加 

・新設する小山上沼グラウンド及び附属設備（照明設備）に関する規定を加えます。 

名称 利用時間 利用料金 ※1 ※2 

小山上沼グラウンド 午前 9時から午後 9時まで 1,050円/2時間 

附属設備（照明設備） ― 730円/30分 

 

・新設する小山上沼公園駐車場に関する規定を加えます。 

名称 利用時間 料金 ※1 

小 山 上 沼 公 園  

駐 車 場 

午前 6時から午後 9時 30分

まで 

[普通車] 

(1)1時間まで無料 

(2)1時間を超え 1時間 30分まで 100円 

(3)1時間 30分以降 100円/1時間 

(4)8時間を超える場合 800円 
※1 利用料金については、他の同種・同規模の施設を参考に設定しました。 

※2 入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合の利用料金です。 
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○ 駐車場に関する規定の整理 

駐車券等の紛失などにより駐車場の利用時間が特定できない場合の取扱いについて、利用時

間の区分を、8時間を超えるものとみなし最大料金を徴収する規定を追加します。 

  

○ 2023年 4月 1日から施行します。 

 

 

＜野津田公園＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本町田後田公園＞            ＜小山上沼公園＞ 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 都市づくり部 公園緑地課長 新 電話 724-4397 

 

● 

町田 GION スタジアム 

● 

野津田球場 

野津田北テニスコート 

上の原グラウンド 

● 

丘の上グラウンド 

● 

本町田後田グラウンド 

本町田後田公園駐車場 

  ● 

木曽団地東 

交差点 

小山上沼グラウンド 

小山上沼公園駐車場 

● 

小山長池 

トンネル南 

交差点 

  ● 

小山上沼 

ことひら公園 
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議案概要 

議案名 第８７号議案 町田市民病院使用条例の一部を改正する条例                     

【議案提出の目的】 

 厚生労働省告示の改正に伴い、町田市民病院の使用料を改定するため、所要の改正をするも

のです。 

 

【議案の内容】 

○ 町田市民病院の使用料のうち、紹介状を持たずに受診した場合などに加算する「非紹介患

者加算料」を以下のとおり改めます。 

 

＜改正前：2022年 9月 30日まで＞ 

非紹介患者加算料 

医師による初診 5,000円 

歯科医師による初診 3,000円 

医師による再診 2,500円 

歯科医師による再診 1,500円 

 

 

 

 

＜改正後：2022年 10月 1日から＞                

非紹介患者加算料 

医師による初診 7,000円 

歯科医師による初診 5,000円 

医師による再診 3,000円 

歯科医師による再診 1,900円 

         
※料金は、厚生労働省告示で定める額以上とすることとされており、改定後の料金は告示 

     による最低金額と同額を設定しています。 

 

○ 2022年 10月 1日から施行します。 

 

【議案の法的根拠】 

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等（平成 18

年厚生労働省告示第 107号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 市民病院 医事課長 吉本 電話 724-2230 
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議案概要  

議案名 
第８８号議案 町田市議会議員及び町田市長の選挙における選

挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例                     

【議案提出の目的】 

 公職選挙法施行令の改正に伴い、町田市議会議員及び町田市長の選挙における選挙運動の公

費負担額を改定するため、所要の改正をするものです。 

 

【議案の内容】 

○ 公職選挙法施行令の改正により、国政選挙における選挙運動に関し、物価の変動や消費税

増税等を鑑み、選挙運動用自動車の使用等に係る公費負担額の限度額が引き上げられまし

た。これに準じて、町田市議会議員選挙及び町田市長選挙における選挙運動の公費負担額

の限度額を改正します。 

 

            改正単価 現行単価 

自動車借入れ（1日） 16,100円 15,800円 

燃料供給（1日） 7,700円 7,560円 

ビラの作成（1枚） 7円 73銭 7円 51銭 

ポスターの作成 

（ポスター掲示場の数が

500以下の場合） 

541円 31銭 

（作成単価を定める際に用い

る金額）1掲示場当たり 

525円 6銭 

（左記に同じ） 

316,250円 

（作成単価を定める際に加え

る金額） 

310,500円 

（左記に同じ） 

ポスターの作成 

（ポスター掲示場の数が

500を超える場合） 

28円 35銭 

（作成単価を定める際に用い

る金額）500を超える数の 1掲

示場当たり 

27円 50銭 

（左記に同じ） 

586,905円 

（作成単価を定める際に加え

る金額） 

573,030円 

（左記に同じ） 

 

○ 公布の日から施行します。 

 

【関係法令】 

○ 公職選挙法施行令第 109 条の 4（自動車の使用の公営）、第 109 条の 8（ビラの作成の公

営）、第 110条の 4（ポスターの作成の公営） 

 

 

 

問合せ先 選挙管理委員会事務局課長 山之内 電話 724-2168 
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議案概要  

議案名 第８９号議案 旧忠生第六小学校解体工事請負契約                      

【議案提出の目的】 

 「(仮称)町田市中学校給食センター整備・運営事業」の実施に伴い、町田忠生小山エリア給

食センターの建築敷地を確保するため、旧忠生第六小学校を解体する工事請負契約を締結する

ものです。                                               

                           

【議案の内容】 

・旧忠生第六小学校の解体 

校舎棟 3棟 

（鉄筋コンクリート造 3階建、4階建） 

体育館棟（鉄骨造 3階建） 

給食棟（鉄筋コンクリート造 2階建） 

プール、外構等の撤去 

・敷地面積：17,350.12㎡ 

・延床面積：7,492㎡ 

 

 
                           

                        

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 96条第 1項第 5号（契約の締結） 

○ 地方自治法施行令第 121条の 2第 1項（議決に付すべき契約の基準） 

○ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2 条（議決に付すべ

き契約） 

 

【契約の概要】  

○ 契約目的    旧忠生第六小学校解体工事 

○ 契約方法    条件付一般競争入札 

○ 契約金額    352,000,000円    

○ 契約相手方   東京都立川市柴崎町三丁目 13番 19号 

          株式会社エコワス 

          代表取締役 森屋 光石 

○ 工 期     契約確定の日から 2023年 6月 30日まで 

 

問合せ先 

（契約内容）財務部 契約課長 坂上 

（工事内容）財務部 営繕課長 原田 

（事業内容）学校教育部 施設課長 平川 

電話 

724-2523 

724-1293 

724-2174 
 

 

工事区域 

 

山崎団地 

校舎棟 

給食棟 

体育館棟 

プール 山崎高校 山崎中学校 

町田工業高校 

七国山小学校 
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議案概要  

議案名 
第９０号議案 ペデストリアン１号デッキ上屋補修工事請負契

約 

【議案提出の目的】 

2019 年度に策定した町田市ペデストリアンデッキ長寿命化修繕計画に基づき、ペデ

ストリアン 1 号デッキの上屋補修を行う工事請負契約を締結するものです。 

 

【議案の内容】         ＜工事区域図＞ 

 ・塗替塗装工 

     床面より上側の柱及び梁の 

塗替え 

・上部壁補修工 

    耐久性に優れたフッ素樹脂 

焼付塗装アルミパネル製に更新 

・下部壁補修工 

紫外線硬化型 FRPシートで 

鋼材を保護する補修 

・仮設工 

・交通保安工 

  

 

 

 

 

 

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 96条第 1項第 5号（契約の締結） 

○ 地方自治法施行令第 121条の 2第 1項（議決に付すべき契約の基準） 

○ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第 2 条（議決に付すべ

き契約） 

 

【契約の概要】 

○ 契約目的    ペデストリアン１号デッキ上屋補修工事 

○ 契約方法    条件付一般競争入札 

○ 契約金額    205,319,070円 

○ 契約相手方   東京都町田市原町田六丁目 22番 9号 

          株式会社石井工務店 

代表取締役社長 若林 克典 

○ 工 期     契約確定の日から 2023年 12月 11日まで 

 

 

 

 

 

問合せ先 
（契約内容）財務部 契約課長 坂上 

（工事内容）道路部 道路維持課長 林田  
電話 

724-2523 

724-4458 
 

 工事区域 

小田急線 

町田駅 

ＪＲ横浜線 

町田駅 
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議案概要 

議案名 第９１号議案 市道路線の認定について 

【議案提出の目的】 

 開発行為により築造された道路、私道移管事業や道路位置指定の協議により移管された道

路、事業により築造予定の道路を市道として認定するものです。 

 

 

【議案の内容】 

○ 南 2347号線その他の合計 16路線 総延長 938ｍを市道として認定します。 

 

 

【議案の法的根拠】 

○ 道路法第 8条第 1項及び第 2項(市道路線の認定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 
道路部 道路管理課 

許認可・用地管理担当課長 奥村 
電話 724-1154 
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議案概要  

議案名 
第９２号議案 南大谷子どもクラブの指定管理者の指定につい

て 

【議案提出の目的】 

南大谷子どもクラブを管理する指定管理者を指定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 指定管理者候補者 

（指定管理者名）特定非営利活動法人子育て・子育ち支援タグボート 

理事長 内田 延子 

                 東京都町田市玉川学園二丁目 3番 37号 

 

○ 公の施設の概要 

名 称 南大谷子どもクラブ 

所 在 地 町田市南大谷 264番地 

開設年月 2000年 1月 

建物構造 鉄筋コンクリート造（都営南大谷住宅 1階） 

施設面積 600.02㎡ 

建物面積 360.00㎡ 

主要施設 多目的ホール、図書コーナー、乳幼児コーナー等 

 

○ 指定管理者が行う主な業務 

・子どもクラブの事業の実施に関すること。 

・子どもクラブの利用に関すること。 

・子どもクラブの施設の維持管理に関すること。 

 

○ 指定の期間 

2023年 4月 1日から 2028年 3月 31日までの 5年間 

 

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 244条の 2第 6項（指定管理者の指定）  

○ 町田市子どもセンター条例第 10条第 3項（指定管理者の指定等） 

問合せ先 子ども生活部 児童青少年課長 早出 電話 724-4097 
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議案概要  

議案名 
第９３号議案 町田市大地沢自然交流サイトの指定管理者の指

定について                    

【議案提出の目的】 

 町田市大地沢自然交流サイトを管理する指定管理者を指定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 指定管理者候補者 

 （指定管理者名）大地沢魅力づくり協働体 

 （代表団体）特定非営利活動法人国際自然大学校 

理事長 佐藤 初雄 

東京都狛江市岩戸北四丁目 17番 11号 

 （その他の構成団体） 

日本メックス株式会社 

 

○ 公の施設の概要 

名 称 町田市大地沢自然交流サイト 

所 在 地 町田市相原町 5307番地 2 

開設年月 1978年 7月 

建物構造 （本館）鉄筋コンクリート造 3階建て（地下 1階） 

（研修棟）鉄筋コンクリート造 2階建て 

施設面積 229,226.78㎡（うち、借地面積 160,197.95㎡） 

建物面積 （本館）2,907.37㎡ （研修棟）773㎡ 

主要施設 本館・研修棟、キャビン・工芸室小屋 

 

○ 指定管理者が行う主な業務  

  ・大地沢自然交流サイトの事業の実施に関すること。 

・大地沢自然交流サイトの利用に関すること。 

・大地沢自然交流サイトの施設等の維持管理に関すること。 

 

○ 指定の期間 

2023年 4月 1日から 2028年 3月 31日までの 5年間 

 

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 244条の 2第 6項（指定管理者の指定） 

○ 町田市大地沢自然交流サイト条例第 6条第 3項（指定管理者の指定等） 

問合せ先 子ども生活部 大地沢青少年センター所長 山岡 電話 782-3800 
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議案概要  

議案名 
第９４号議案 金森市民住宅外１箇所の指定管理者の指定につ

いて                    

【議案提出の目的】 

 金森市民住宅及び忠生市民住宅を管理する指定管理者を指定するものです。 

 

【議案の内容】 

○ 指定管理者候補者 

（指定管理者名）東京都住宅供給公社 

   理事長 中井 敬三 

東京都渋谷区神宮前五丁目 53番 67号 

 

○ 公の施設の概要 

名 称 金森市民住宅 

所 在 地 町田市金森東三丁目 7番 

開設年月 1996年 4月 

建物構造 鉄筋コンクリート造 4階建て 

建物面積 68.45㎡／戸 

主要施設 住宅 2戸 

 

名 称 忠生市民住宅 

所 在 地 町田市忠生一丁目 26番地 3 

町田市忠生一丁目 19番地 1 

開設年月 2001年 4月 

建物構造 鉄筋コンクリート造 5階・7階建て 

建物面積 65.40㎡／戸 

主要施設 住宅 3戸 

 

○ 指定管理者が行う主な業務 

・特定公共賃貸住宅及び共同施設の設備の維持管理に関すること。 

・特定公共賃貸住宅及び共同施設の利用に関すること。 

・駐車場の利用に関すること。 

 

○ 指定の期間 

2023年 4月 1日から 2028年 3月 31日までの 5年間 

 

【議案の法的根拠】 

○ 地方自治法第 244条の 2第 6項（指定管理者の指定） 

○ 町田市特定公共賃貸住宅条例第 34条第 3項（指定管理者の指定等） 

 

問合せ先 都市づくり部 住宅課長 村田 電話 724-4269 
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